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別紙                    氏 名  片渕 卓三  

質 問 事 項 

 

№  １   

「マイナンバーカード」の普及と利用促進等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 今年の12月２日から従来の「健康保険証」は新規発行されなくなります。

その後は「マイナンバーカード」での保険証利用を基本とする仕組みに移行

していきます。 

 円滑に移行するために、政府としては、「マイナンバーカード」の総点検

等を行い国民の信頼回復に努めてきました。現在は、本年５月～７月を「マ

イナ保険証利用促進集中取組月間」として、医療団体との連携やあらゆるメ

ディアを通じて広報展開してまいりました 

 一方で、地方議会においては「健康保険証の存続求める意見書」「健康保

険証廃止の見直しを求める意見書」などが採択される動きが相変わらず続

いております。 

 こうした状況を踏まえて、地域住民が安心して「マイナ保険証」を利用で

きるよう、利用することの利便性や質の高い医療を受けるための基盤とな

っていくことなどの正しい情報を丁寧に発信していくことが必要と考えま

す。一人でも多くの方に、データに基づくより良い医療が受診でき、高額療

養費などの手続の簡素化ができるなどの、医療サービス環境を提供してい

くことを目指して、「マイナ保険証」の取組を進めていただきたいと思いま

すが、以下お伺いいたします。 

 

（１）本市のマイナンバーカードの現在の保有率について 

 

（２）本市のマイナンバーカードをいまだ保有していない方への取得機会

の対応について 

 

（３）本市の「マイナ保険証」利用促進に向けた取組について 

 

（４）本市における「高齢者施設等に対するマイナンバーカードの取得支

援」の取組状況について 

 

（５）マイナンバーカードを使った「救急医療における患者の健康・医療デ

ータの活用」について 

 

（６）災害時の避難所におけるマイナンバーカードの活用について 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 
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別紙                    氏 名  片渕 卓三  

質 問 事 項 

 

№  ２   

「ひきこもり等」の災害時の居場所の支援について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

 2011年の東日本大震災では、様々な理由で避難することが難しい人たち

がおりました。 

 その中には、「ひきこもり」の人たちも含まれております。避難をためら

った当事者の方が命を落としてしまったケースや、そばにとどまっていた

御家族も亡くなってしまうケースなどがありました。しかし、これまで「ひ

きこもり」当事者が避難を迫られたときの葛藤や課題は、あまり知られてき

ませんでした。 

能登半島地震では新潟県内でも学校を中心とした避難所に多くの人が避

難しましたが、そうした場所に避難したくてもできなかったという声が上

がっております。 

ひきこもりの人や不登校の子どもたち等であります。様々な理由でひき

こもりや学校に行けない子どもたちが年々増える中、どう避難させ、命を守

るか課題となっております。 

本市においても事前の準備が必要と感じての質問であります。 

以下お伺いいたします。 

 

（１）本市のひきこもりの人の現況について 

 

（２）不登校の子どもたちの災害時の居場所の支援について 

 

（３）大人のひきこもりの人への災害時の居場所の支援について 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 


